[bookmark: _4aaml49qvodi]機械売買契約書

●●株式会社（以下「甲」という。）と、●●株式会社（以下「乙」という。）は、甲が乙に対して機械を売却し、乙がこれを購入することに関し、次のとおり機械売買契約（以下「本契約」という。）を締結する。

[bookmark: _ynt5syxjdkat]第1条（目的）
本契約は、甲が乙に対し本契約に定める機械を売却し、乙がこれを購入する条件を定め、両当事者間の権利義務関係を明確にすることを目的とする。

[bookmark: _9b8n606orj61]第2条（売買の対象）
1　甲は、乙に対し、次に掲げる機械（以下「本機械」という。）を売却し、乙はこれを購入する。
　(1) 機械名・型式
　(2) 数量
　(3) 製造番号
　(4) 仕様及び付属品
2　本機械の詳細仕様については、別途書面又は見積書等で合意した内容を本契約の一部とする。

[bookmark: _q286vfsiaads]第3条（売買代金）
1　本機械の売買代金は、金●●円（消費税相当額を除く。）とする。
2　消費税その他本契約に基づき課される公租公課は、乙の負担とする。

[bookmark: _fzk6iu8h6n63]第4条（支払方法及び支払期日）
1　乙は、前条の売買代金を、甲指定の銀行口座に振込により支払うものとする。
2　支払期日は、●●年●月●日とする。
3　振込手数料は、乙の負担とする。

[bookmark: _ajujnlovc4ng]第5条（引渡し）
1　甲は、本機械を、●●年●月●日までに、●●において乙に引き渡すものとする。
2　本機械の引渡しに要する費用（梱包費、運送費等）は、別途合意のない限り乙の負担とする。

[bookmark: _uq7cipl523zm]第6条（所有権の移転）
本機械の所有権は、甲が前条に基づき本機械を引き渡し、かつ、売買代金全額の支払が完了した時点で、甲から乙に移転するものとする。

[bookmark: _y70kis7k93q8]第7条（危険負担）
本機械の引渡し前に、甲の責めに帰すべき事由によらず本機械が滅失又は毀損した場合、その損害は甲の負担とする。引渡し後に生じた滅失又は毀損については、乙の負担とする。

[bookmark: _lzjskd7gu3fg]第8条（検査及び不適合）
1　乙は、本機械の引渡しを受けた後、速やかに検査を行うものとする。
2　乙は、本機械が契約内容に適合しないことを発見した場合、引渡し後●日以内に甲に書面で通知するものとする。
3　前項の通知があった場合、甲は、自己の責任と費用により、修理、交換又は代金減額その他合理的な方法により対応するものとする。

[bookmark: _hbvavodq1xm6]第9条（保証の範囲）
1　甲は、本機械が中古機械である場合又は現状有姿での引渡しと合意されている場合には、前条の不適合責任を負わないものとする。
2　甲は、本機械について、特定の目的への適合性又は将来の稼働・収益性を保証するものではない。

[bookmark: _15o9p1ncjpmt]第10条（第三者権利）
甲は、本機械について、第三者の所有権、担保権その他の権利が存在しないことを保証する。ただし、乙が事前に承諾した場合はこの限りでない。

[bookmark: _9m9peuikzewf]第11条（契約解除）
1　甲又は乙は、相手方が本契約に違反し、相当期間を定めて是正を求めてもなお当該違反が是正されない場合には、本契約の全部又は一部を解除することができる。
2　前項の解除は、損害賠償請求を妨げない。

[bookmark: _1ja1mwkhr598]第12条（損害賠償）
甲又は乙は、本契約に違反し、相手方に損害を与えた場合、通常かつ直接の損害に限り、これを賠償する責任を負うものとする。

[bookmark: _wcmxrm9o5p4q]第13条（不可抗力）
天災地変、法令の制定改廃、輸送機関の事故その他当事者の合理的支配を超える事由により本契約の全部又は一部を履行できない場合、当該当事者はその責任を負わないものとする。

[bookmark: _jzjqj9al07b]第14条（協議事項）
本契約に定めのない事項又は本契約の解釈に疑義が生じた場合には、甲乙誠意をもって協議し解決するものとする。

[bookmark: _1awsp81zeof]第15条（準拠法及び管轄）
1　本契約は、日本法を準拠法とする。
2　本契約に関して生じる一切の紛争については、●●地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

本契約締結の証として、本書二通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自一通を保有する。







●●年●月●日

甲　●●株式会社
住所
代表者名

乙　●●株式会社
住所
代表者名

